
○茨城県立医療大学付属病院科長の任期の特例に関する規程 
 

                            平成１２年１０月１８日 

                            第 ９ ３ 回 教 授 会 

 

 平成１２年１１月３０日において現に茨城県立医療大学付属病院における科長の職にあ

る者の任期については、その終期を平成１３年３月３１日とする。 

   付 則 

 この規程は，平成１２年１０月１８日から施行する。 
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